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令和７年３月１１日（火）に第４回東中学校区再編準備委員会を開催し、各専門部会の

これまでの概要について報告及び承認を行いました。また、「２ 議題」にある（２）か

ら（５）までの事項について検討を行い、幅広い視点からご意見をいただきました。 

第４回東中学校区再編準備委員会 次第 

１ 開 会 

２ 議 題 

 （１）東中学校区再編準備委員会専門部会の経過について（報告） 

    ※各専門部会の詳細については裏面をご覧ください。 

 （２）校章と校歌の制作時期について 

 （３）今後の PTA 活動を検討する主体について 

 （４）スクールバスの対象者について 

 （５）準備委員会委員及び部会員の委嘱について 

３ その他 

４ 閉 会 

 

２ 議題（２）の中で、総務部会から校章の制作時期について以下のとおり報告が 

あり、再編準備委員会で承認しました。 

【校章】東小中学校の開校前までに、公募により制作する。 

※校歌の制作時期等については継続協議とする。 

 

２ 議題（３）の中で、通学・PTA 部会から今後の PTA 活動を検討する主体につ 

 いて以下のとおり報告があり、再編準備委員会で承認しました。 

【PTA 規約】再編の対象となる４つの学校の PTA 間で別途協議する。 

２ 議題（４）の中で、通学・PTA 部会からスクールバスの対象者について以下の 

 とおり報告があり、再編準備委員会で承認しました。 

【スクールバスの対象学年】児童（１～６学年）とする。 

※その他の事項については継続協議とする。 

 

学校再編に関する情報は、市のホームページでも確認できます。 

https://www.city.satte.lg.jp/soshiki/soumu/2/1/index.html 

問い合わせ 幸手市教育委員会 教育総務課 学校再編担当 

〒340-0192 埼玉県幸手市東 4-6-8 

電話 0480-43-1111（内線：625） 

令和７年３月１１日 会議の様子 



【各専門部会の進捗状況】 

総務部会 

第
４
回 

令和７年２月５日（水） 

議題（１）校章（校旗）について 

  （２）校歌について 

【まとめ】校章は東小中学校が開校するまでに、公募により制作することになり

ました。 

校歌は令和９年度の卒業式までに作詞・作曲するスケジュールで検討 

していくことになりました。 

 

学校運営部会 

第
６
回 

令和７年２月１８日（火） 

議題（１）年間行事予定について 

  （２）グランドデザインについて 

【まとめ】年間行事予定及びグランデザインは継続協議とするとともに、対象学

校の校長間でも協議していくことになりました。 

 

通学・ＰＴＡ部会 

 

 

 

第
５
回 

令和７年１月２１日（火） 

議題（１）ＰＴＡ規約について 

  （２）スクールバスの対象者等について 

【まとめ】PTA 規約は、再編の対象となる４つの学校の PTA 間で別途協議する

ことになりました。 

スクールバスの利用対象者、乗車時間、バス停留所は、継続協議とな

りました。 

第
６
回 

令和７年３月４日（火） 

議題（１）スクールバスの対象者等について 

【まとめ】スクールバスの対象学年は、児童（１～６学年）とすることになりま

した。対象距離などは継続協議となりました。 


